
消費料金末納訴訟最終通達書

訴訟番号 iF成 18年(二)ヽ2830号

この度 J通 知致しましたのは 貴方の未納されました

ド1費‖企 について契約会社 ないしは運営会社から民

事訴rlAとして 訴状の提出をされました事をご通達ましま

す。以降 下に設けられた裁申1取り下げ最終期日を経て

rth訟を開始させて頂きます。このままご連絡なき場合には、

原告側の主張が全面的に受理され、裁判後の措置として

給lH差し押さえ及び、動産物 不 動産差し沖さえを執行

官の立ち会いのもと強制的に履行させて頂きますので裁

判所執行官による 「“イr高「キⅢ交向Jを 承諾して頂きま

すようお願 いすると同時に 章権譲渡高LⅢlキを
一通郵送

させて頂きますので ど了承下さい。

民■4Flたヽ及じヽ な相Jl17Ⅲ上 1年′に ]ヽ談に関しましては

当局にて受け賜つておりますので職員までお問い合わせ

下さい。尚 書面での通告 となりますのでプライバシ
ー保

護の為、ど本人様から御連絡頂きますようお願い申し上げ

ます。以上を持ちましてま終j占ととさせて頂きます。

※訴訟取り下げ最終期日平 成 18年 5月 11日
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